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１ 山形県の役割 
 
新市のまちづくりにおいては、魅力あるまちづくりの推進や地域社会・コミ

ュニティに配慮したまちづくりの推進、市町村への権限委譲等の推進といった

観点が重要となっています。 
このため、山形県は、新市と連携しながら、県事業の推進に向けて、積極的

に取り組んでいきます。また、合併に伴う財政需要について、山形県は、一定

の財政支援を行います。 
 
２ 新市における山形県事業 
 
（１）農山漁村の整備 
 農林漁業を振興するため、水利施設や圃場、農林道や漁港・漁場といった生

産基盤の整備を進めます。また、魅力ある定住・交流空間としての農山漁村の

生活環境の整備を進めていきます。 
 
（２）自然環境の保全・活用 
 良好な自然環境を保全するとともに、利用者の安全性の確保や適正利用の促

進を図るため、計画的な自然公園の施設整備を進めていきます。 
 
（３）道路の整備 
 交流と生活を支える交通基盤の整備充実のため、県が管理する一般国道、主

要地方道、一般県道の整備を進めていきます。 
 
（４）河川・砂防施設等の整備 
 自然災害から市土を保全し、社会資本や住民の生命、財産を守るため、環境

や生態系に配慮しながら河川改修事業や砂防事業、急傾斜地崩壊・地すべり対

策事業等を進めていきます。 
 
（５）下水道の整備 
生活環境の改善や河川等公共用水域の水質保全に対応するため、計画的に下

水道の整備を進めていきます。 
 
（６）県立病院の整備 
 施設の老朽化や医療を取り巻く社会環境の変化に対応するため、県立鶴岡病

院の整備について検討を進めていきます。 
 


